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京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例施行規則 

平成１２年５月３１日 

規則第１５号  

 

（用語） 

第１条 この規則において使用する用語は、京都市土地利用の調整に係るま

ちづくりに関する条例「以下「条例」という。」において使用する用語の例

による。 

 

（まちづくりに関する方針） 

第２条 条例第２条第１号に規定する別に定めるまちづくりに関する方針は、

次の各号に掲げるものとする。 

⑴ 都市計画法第６条の２第１項に規定する整備、開発及び保全の方針、

都市再開発法第２条の３第１項に規定する都市再開発の方針、大都市地

域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第４条第１

項に規定する住宅市街地の開発整備の方針及び密集市街地における防災

街区の整備の促進に関する法律第３条第１項に規定する防災街区整備方

針 

⑵  京都市都市計画マスタープラン(都市計画法第１８条の２第１項に規

定する基本方針をいう。) 

⑶ 商業集積ガイドプラン 

⑷ 京都市緑の基本計画 

⑸ 京都市住宅マスタープラン 

⑹ 職住共存地区整備ガイドプラン 

⑺ らくなん進都（高度集積地区）まちづくり推進プログラム 

⑻ 京都市景観計画 

⑼ 京都市歴史的風致維持向上計画 

⑽ 「歩くまち・京都」総合交通戦略 

⑾ 京都市ＭＩＣＥ戦略 

⑿ 京都市持続可能な都市構築プラン 

 

（集客施設） 

第３条 条例第２条第５号イに規定する別に定める運動施設は、建築基準法

施行令第１３０条の６の２に規定する運動施設とする。 

２ 条例第２条第５号ケに規定する別に定める用途は、場内車券売場及び勝

舟投票券発売所とする。 
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（開発構想の届出） 

第４条 条例第６条の規定により届出をしようとする者は、開発構想届（第

１号様式）に次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 付近見取図（届出に係る土地の区域を示したもので、縮尺が２，５０

０分の１であるものに限る。） 

⑵ 施設の配置に係る構想を示す図面 

⑶ 自動車の駐車場を設置する場合にあっては、駐車台数、自動車の出入

口の位置その他駐車場の設置に係る構想の内容を示す図書 

⑷ 開発事業に係る区域の土地及びその周辺の状況を示す写真 

⑸ 開発事業に係る区域の土地における緑地の保全、緑化の推進その他当

該区域の周辺の生活環境との調和に係る構想の内容を示す図書 

⑹ その他開発事業の構想（以下「開発構想」という。）の内容を示す図書 

 

（届出書の縦覧に係る公告） 

第５条 条例第７条に規定する別に定める事項は、次の各号に掲げるものと

する。 

⑴ 条例第６条に規定する開発事業者（以下「開発事業者」という。）の氏

名及び住所（法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の

所在地） 

⑵ 開発事業に係る区域の土地の地名及び地番並びに面積 

⑶ 開発構想における主な用途 

⑷ 届出書の縦覧の場所、期間及び時間 

⑸ 条例第９条第１項に規定する意見書の提出期限 

 

（説明会の開催の周知） 

第６条 条例第８条第３項の規定による説明会の開催の周知は、開発事業に

係る区域の土地内の見やすい場所に標識（第２号様式）を掲示するととも

に、同様式に記載すべき事項（標識を設置した年月日を除く。）を記載した

書面を同項の規定により周知する対象となる者に配布することにより行う

ものとする。 

 

（説明会開催状況報告書） 

第７条 条例第８条第６項に規定する説明会開催状況報告書の様式は、第３

号様式とする。 
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（意見書の記載事項） 

第８条 条例第９条第１項に規定する意見書には、次に掲げる事項を記載す

るものとする。 

⑴ 意見書を提出する者の氏名及び住所（法人にあっては、名称及び代表

者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

⑵ 開発事業に係る区域の土地の地名及び地番 

⑶ 開発事業者の氏名（法人にあっては、名称） 

⑷ 開発構想に関する意見 

 

（再説明要求書） 

第９条 条例第１１条第１項に規定する再説明要求書の様式は、第４号様式

とする。 

 

（再説明状況報告書） 

第１０条 条例第１２条第３項に規定する再説明状況報告書の様式は、第５

号様式とする。 

 

（開発構想の変更の届出） 

第１１条 条例第１３条第１項の規定により変更の届出をしようとする者は、

開発構想変更届（第６号様式）に第４条各号に掲げる図書のうちその内容

が変更されたものを添えて、市長に提出しなければならない。 

 

（開発構想の著しい変更） 

第１２条 条例第１３条第２項第１号に規定する別に定める著しい変更は、

次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴  新築等に係る建築物(条例第２３条第１項第１号に規定する新築等に

係る建築物をいう。以下同じ。)の変更後の床面積の合計が、変更前の床

面積の合計に１．５を乗じて得た面積を超える変更 

⑵ 新築等に係る建築物のうち集客施設の用途に供する部分の変更後の床

面積の合計が、変更前の床面積の合計に１．５を乗じて得た面積を超え

る変更 

⑶ 前２号に定めるもののほか、変更の程度が著しいと市長が認める変更 

 

（審査会の会長） 

第１３条 京都市土地利用調整審査会（以下「審査会」という。）に会長を置

く。 
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２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を

代理する。 

 

（審査会の招集及び議事） 

第１４条 審査会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理す

る者が在任しないときの審査会は、市長が招集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

５ 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、意見の

陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。 

 

（審査会の庶務） 

第１５条 審査会の庶務は、都市計画局において処理する。 

 

（審査会に関する補則） 

第１６条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、

会長が定める。 

 

（小規模な開発事業に関する特例） 

第１７条 条例第２３条第１項の規定による公示は、開発事業に係る区域の

土地内の見やすい場所に標識（第７号様式）を掲示することにより行うも

のとする。 

２ 条例第２３条第１項第２号に規定する別に定める建築物は、次の各号の

いずれかに該当するものとする。 

⑴ 学校 

⑵ 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 

⑶ 病院 

⑷ 都市計画法第８条第１項第１号に規定する近隣商業地域又は商業地域

内に存する集客施設 

⑸ 都市計画法第８条第１項第１号に規定する準工業地域、工業地域又は

工業専用地域内に存する工場又は作業場 

３ 条例第２３条第３項に規定する書類は、同条第１項及び第２項の規定に
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よる説明の求めがなかった場合を除き、説明状況報告書（第８号様式）と

する。 

 

（適用除外） 

第１８条 条例第２５条第１号に規定する別に定める行為は、次に掲げるも

のとする。 

⑴ 仮設の工作物に係る開発事業 

⑵ 既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する

付属建築物に係る開発事業 

⑶ 既存の工作物の管理のために必要な開発事業 

 

（補則） 

第１９条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、

所轄局長が定める。 

 

附 則  

この規則は、平成１２年６月１日から施行する。 

附 則（平成１３年５月１７日規則第１７号） 

この規則は、平成１３年５月１８日から施行する。 

附 則（平成１５年１月２０日規則第７９号） 

この規則は、平成１５年２月１日から施行する。 

附 則（平成２５年１１月２９日規則第１２９号） 

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月９日規則第７６号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２９日規則第１３３号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年４月８日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年６月６日から施行する。 

（経過措置） 

２ 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これ 

を使用することができる。 


